
別表１（第５条第１項関係） 

補助対象経費及び補助基準単価 

 

 メニュー 補助基準額 補助対象経費 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人

材

確

保

体

制

構

築

支

援

事

業 

研修体制の構築

の支援 

１事業所当たり10

万円 

経験年数の短い訪問介

護員でも安心して働き

続けられるよう、事業

所が行う訪問介護員等

の資質向上・定着促進

に資する研修計画の作

成など研修体制の構築

のための取組に要する

経費 

 

【対象経費の例】 

・介護人材の資質向上

や定着促進に資する効

果的な研修カリキュラ

ムの作成・見直しやキ

ャリアアップの仕組み

づくりに要する費用 

・訪問介護員等のスキ

ルアップのための研修

等の受講に要する費用 

・事業所が自らの訪

問介護員等に対して

実施する研修に要す

る経費、外部研修の

参加に要する経費の

いずれも補助対象と

する。ただし、主要

な用途が研修のため

ではないと認められ

る経費は補助対象外

とする。 

・研修対象の職種

は、原則として訪問

介護員とするが、訪

問介護員の定着促進

に繋がる研修と認め

られる場合にはヘル

パー資格を持たない

事務職員も対象とす

ることもできるもの

とする。 

 

経験年数が短い

訪問介護員等へ

の同行支援 

・30分未満の同行

支援 

１回につき2,500円

(※) 

30分以上の同行支

援 

1回につき4,000円

(※) 

※経験年数の短い

ヘルパー1人につき

計30回まで  

事業所における経験年

数の長い訪問介護員の

技術を着実に継承する

ため、当該訪問介護員

が、一定期間、経験年

数の短い訪問介護員や

訪問業務に従事した経

験のない介護職員等に

同行し、訪問介護等サ

ービスの質の確保を図

るための技能・技術の

向上に向けた指導を行

う取組に要する経費  

・同行時点で訪問介

護員として勤務した

年数が２年未満の方

を補助対象とする。

ただし、訪問介護員

として勤務した年数

が計２年以上の場合

であっても、直近ま

での勤務が同行時点

から３年以上前であ

る場合には補助対象

とする。 

・昨年度以前の当該

事業において、補助



金の対象とした訪問

介護員は対象外とす

る。 

・経験年数の長い訪

問介護員とは、同行

時点において訪問介

護員として２年以上

の勤務経験があるも

のをいう。  

・同行支援とは、介

護報酬上における訪

問介護等業務の同行

をいうものであり、

運転等の単に移動の

みを目的とする同行

や介護保険外サービ

スの同行は補助対象

とはならない。 

・時間は実際に要し

た時間ではなく、介

護報酬の算定区分を

基にする。 

その他人材確保

体制構築に必要

な支援  

 

(１)新規職員の採

用等に係る費用

（※３）  

(採用関連)  

・求人広告掲載費  

・採用担当職員の

交通費  

・採用面接の会場

費  

・選考に係る事務

経費  

・ユニフォームや

タブレットの購入

費用等 

(研修関連)  

新規採用職員の研

修・教育費  

周辺事業所の休廃止等

（※２）に伴うかかり

増し経費（人材確保関

係）  

 

・集合住宅等（サー

ビス付き高齢者向け

住宅、有料老人ホー

ム等）の併設事業所

は補助対象から除く

ものとする。 

 

（※２）周辺事業所

の休廃止等として

は、周辺事業所の休

止又は廃止のほか、

周辺事業所が新規利

用者の受入れを停止

している場合等が想

定される。 

 

（※３）提供体制確



（研修講師への謝

金や外部研修の参

加費）  

１事業所当たり30

万円 

 

(２)休廃止事業所

の利用者受入に伴

う一時的なかかり

増し経費 

・利用者受入れに

伴う職員の時間外

労働に要する費用

（※４）  

１事業所当たり20

万円 

 

(３)同一法人内の

応援・派遣に係る

経費 

・応援職員の旅

費・宿泊費（遠方

からの応援の場

合） 

・応援元事業所へ

の手当 

１事業所当たり10

万円 

保事業における「経

験年数が短いホーム

ヘルパー等への同行

支援」との併用も可

能。 

（※４）休廃止事業

所の利用者受入に伴

い増加した時間外労

働に要する費用その

ものが対象ではない

ことに留意。（休廃

止事業所の利用者受

入れ前後の支出増加

額が介護保険収入の

増加額より大きい場

合に、支出増加額の

うち時間外労働に係

る費用が補助対

象。） 

 

 

 

 

 メニュー 補助基準額 補助対象経費 留意事項 

 

 

 

経

営

改

経営改善の支援 １事業所当たり40

万円 

 

訪問介護等サービス事

業所の経営改善に資す

るコンサルタント事業

者等への委託や事務作

業を行うための臨時職

員雇用に要する経費 

・臨時職員雇用に要

する経費について

は、人材紹介又は派

遣会社に対して支払

う紹介料等は補助対

象とはならない。 



善

支

援

事

業 

登録ヘルパー等

の常勤化の促進

の支援 

常勤化する登録ヘ

ルパー等１人につ

き１月当たり10万

円 （最大連続する

３か月まで） 

訪問介護員雇用の安定

化を図るため、登録ヘ

ルパー等の非常勤職員

の常勤化を促進するた

めに要する経費 

【対象経費の例】  

・登録ヘルパー等の非

常勤職員が常勤職員と

しての雇用を希望する

場合に必要な賃金や社

会保険料の差額の経費  

・登録ヘルパー等の非

常勤職員の離職に伴

い、新たに常勤の訪問 

介護員を雇用する際に

生じる賃金や社会保険

料の差額の経費 

・訪問介護員以外の

非常勤職員は補助対

象とならない。  

・常勤化とは当該事

業所の就業規則で規

定される常勤職員と

しての雇用をいう。  

・離職から新たに常

勤の訪問介護員を雇

用するまでの期間は

６か月以内とする。  

・非常勤職員の単純

な賃上げは補助対象

とならない。 

小規模法人等の

協働化・大規模

化の取組の支援 

１事業者グループ

当たり150万円 

小規模な法人を中心と

した複数の法人により

構成される事業者グル

ープが、地域の状況や

事業規模を踏まえた法

人間の連携を促進し、

相互に協力して行う人

材育成や経営改善に向

けた取組に要する経費 

 

【対象経費の例】  

・人材募集や一括採

用・合同研修等の実

施、従業者の職場定着

や職場の魅力発信に資

する取組  

・人事管理や福利厚

生・請求業務等のシス

テム共通化、物品調達

の合理化のための共同

購入の取組  

・協働化等にあわせて

・補助金交付に係る

申請等の手続きは、

事業者グループの代

表法人が行う。 

 

【対象法人の要件】 

事業者グループに

は、次の（ア）から

（ウ）のいずれかに

該当する法人を１以 

上含むこと 

(ア) １法人あたり１

の訪問介護等事業所

を運営する法人 

(イ) 運営する訪問介

護等事業所の月の延

べ訪問回数が平均200 

回以下である法人 

(ウ) 運営する訪問介

護等事業所の職員数

が常勤換算方法で平

均５人以下の法人 



行うICTインフラの整備 

 

 

介護人材・利用

者確保のための

広報活動に関す

る支援 

１事業所当たり30

万円 

事業所が介護人材や利

用者の確保のために行

うホームページの開

設・改修に係る経費や

広報宣材（リーフレッ

ト、チラシ等）の作

成・印刷等の広報に要

する経費 

・訪問介護員以外の

募集や訪問介護等以

外の利用者確保を目

的とする広報活動は

補助対象とはならな

い。  

・介護人材や利用者

確保以外の広報活動

も含まれており、補

助対象経費との支払

区別が困難である場

合は、補助対象とは

ならない。 

・人材紹介会社に対

して支払う紹介料は

補助対象とはならな

い。 

 

その他経営改善

支援に必要な支

援 

休廃止事業所の利

用者情報の引継・

契約関連事務費  

・契約書作成に係

る事務経費、休廃

止事業所の記録等

の引継やケアマネ

ジャー等多職種連

携の引継に要する

費用（会議費用

等）  

・利用者宅への事

前訪問やサービス

担当者会議への参

加にかかる移動コ

スト（ガソリン

代・公共交通機関

の運賃）等  

周辺事業所の休廃止等

（※２）に伴うかかり

増し経費（人材確保関

係以外）  

 

・集合住宅等（サー

ビス付き高齢者向け

住宅、有料老人ホー

ム等）の併設事業所

は補助対象から除く

ものとする。 

（※２）周辺事業所

の休廃止等として

は、周辺事業所の休

止又は廃止のほか、

周辺事業所が新規利

用者の受入れを停止

している場合等が想

定される。 

（※５）周辺事業所

が新規利用者の受入

れを停止している場

合等、周辺事業所の



１事業所当たり10

万円（※５）  

休廃止以外の事由に

伴う受入れの場合は

３万円。 

 

 【補助対象経費とは、事業の実施に必要な経費 

（報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用 

料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助金及び交付金として、市長が認める経費）。】 

 


